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アジャイルガバナンス︓
マルチステークホルダーでガバナンスのプロセスを回すデジタル時代のガバナンスモデル

C4IR Japan: Agile Governance

参照：経済産業省 「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」報告書（案）
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RegTechレポート（GFC on Agile Governance）
C4IR Japan: Agile Governance

世界経済フォーラムは、⽩書「Regulatory Technology for the 21st Century
（21世紀の規制のためのテクノロジー）」を2022年3⽉に公表

＜背景と内容＞︓
• レグテックとは「規制が厳格な事業領域における（規制当局を含む）ステークホル

ダーが、コンプライアンスやリスク管理の義務を設定、実⾏、充⾜できるよう⽀援する
技術的ソリューション」のこと

• レグテックにより、静的規制から動的規制に移る⽀援ができる。市場の変化を察知
する能⼒を⾼め、複雑なシステムを簡素化し、規制の変更を迅速に反映できるた
め、規制とガバナンスの効果を向上させつつ、コンプライアンス・コストを削減できると期
待される

• チャレンジは、規制⽬的を担保しつつ変⾰的レグテック・アプリケーションを適切に実
装する⽅法の探索であるため、本⽩書では、ケーススタディから共通成功要因を分
析し、実装を始めるためのロードマップを⽰す

＜結論＞
• レグテックの実装は、規制環境のさらなる⾒直しなしにはあり得ない
• レグテックとアジャイルガバナンスの成功は相互に関連している
• 多くの場合、「最善」または「最終」解決策はない。レグテックとアジャイルガバナンスの組

み合わせが、規制の枠組み全体を根底から覆したり、書き換えたりする必要がないこと
を認識することがまずは重要であり、そのためには漸進的で反復的な実験的思考の導⼊
が必要である



4

Use Cases: Digital Sandbox  
C4IR Japan: Agile Governance

アブダビ Digital Lab.
• ⾦融機関やFinTech企業が、⾦融サービス規制機構

（FSRA）の監督下にある中⽴的な環境で、新しいソリューション
をテスト・開発できるようにするためのデジタルプラットフォーム。

https://www.adgm.com/financial-services-regulatory-authority/fintech/digital-lab https://www.digitalsandboxpilot.co.uk/
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Use Cases:Rules as Code
C4IR Japan: Agile Governance

• Rules as Code (RaC) は、政府の中核的な機能の⼀つであるルール作りを⾒直すコンセプト
• 政府が公式のルール（法律や規則など）を機械判読可能な形で作成することを提案し、これによってルールがコンピュー

タシステムによって⼀貫した⽅法で理解され、実⾏されるようにする
• 複雑化する運⽤環境と、既存の規則作成システムに対する圧⼒の⾼まりへの対応として、現在多くの国がその可能性を

模索している

概念図（ニュージーランドの事例）
Cf) Open Fisca

フランス政府が2011年に始めたオープンソースイニ
シアティブ。事前評価を適切に⾏うために、主として
税⾦・給付を対象として、制度を機械実⾏可能
コードとして⼊⼒することで、 税額等を計算するシ
ステムの標準を提供。
そのうちの、ニュージーランド Rapu Tureは、⽴法
規則を探索し、呼び出すことができるAPIライブラリ
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Agile Nations RegTech WG
C4IR Japan: Agile Governance

＜Agile Nations とは＞
• アジャイルガバナンスを推進する国家間連携の枠組みとして2020年12⽉に設⽴。
• カナダ、デンマーク、イタリア、⽇本、シンガポール、アラブ⾸⻑国連邦、及び英国が参加。WEF、OECDはオブザー

バー参加
• Agile Governanceに関するルール形成、国家間連携に向けて取り組む

＜RegTech WG＞
• 第⼆期の取り組みとして、UKと⽇本で共同で実施。
• UKは、2021年より法情報を機械判読可能にし、 Open 

APIで公開するOpen Regulation Platformの開発に
着⼿。RegTech企業振興を⽬指す。

• ⽇本でも、デジタル臨時⾏政調査会を中⼼に、法令データ
のマスターデータ化、公開APIの拡充に着⼿（時系列デー
タ、告⽰データ）

• お互いの知⾒を交換しつつ、連携可能な範囲を模索中
（以下はTBD)
１）RegTechマップの作成
２）公開APIのデータの標準化（相互運⽤性確保）

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b51af10d-39ff-44bf-9e1c-
6a332e6bf4ea/2d81a107/20221109_meeting_administrative_research_working_group_outline_02.pdf

＜参考︓デジタル法制ロードマップ＞

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b51af10d-39ff-44bf-9e1c-6a332e6bf4ea/2d81a107/20221109_meeting_administrative_research_working_group_outline_02.pdf

